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（凋休二円剛の拷及零労鯛岬川田軋腑刊頭目

副木二円訓の吾及筍労働時間の旭綿は、技術詐斬、掬齢化等の進展の中で、動労事の敦顔の柑館と什隅の充実、抒

馴余．企秦の講力の細持・増進、長明的にみた肩用摺会．の柑保といった同軸勺な硯点のみならす、昂近では特に、

ii閥統合の用人を通じての内需拡大、先進四としてよりふさわしい発動桑門の打環といった封外lt椚伸係の軌坤－う

その実理／再轟く声調されている．

これを推進するにあたっ‾ては、労使双方がその景教を十分に理解するとともに、生存性向上の成果を労働時間旭腑

に綿棒的に配分することにより進めていくことが基本である．その際、週休日の増加などにより、何々人及び社会・全

体としてrゆとりjを創造し、その「ゆとり」から隅々人としては新しい生講スタイルを、社会的には新しい術前桟

と新しい需要を飼lり出していくことが重要であろう。

政府としては．このようなl賀点から、以下の方策により、金融取閉、公預関係その他紙船の環境雛偏に努めるとと

もに、企業規惰、寮縄、業態零の実鯛を剛まえつつ、弊硬のt！1午的椚ナIを1ガ肋、促訳し、洞休二日細の門凡雪男朝I時

間の畑柿を進めることとし、合わせて労勘剛用の旭拓による「紗とり州道朝会」へ向けての排日五分紬の魚群改糟と四

民的合意の形成を岡る．

丁．円檻の設定

週休日等の句個体日日敦が、今接5句潤で、現在より10円軌立脚加するよう好めることにより、これを欧米井埋

偶並みに近づけることを目指す．合わせて、年次有給休暇の取得の促進及び連続休暇の定筍を図る。

（拝）1983年の年間休日日数（週休口及び祝日等の．妹臼）を撃退粟についてみると、円木が102円に対

し、欧米主要四は111、114日である．

Ⅱ．対策

1．民間企菜の週休二日利の普及等労勤時限の短縮

くり行政による働きかけの推進

関係省庁は企業規模、集積、業態等の丈柄を抑まえつつ、拝所同体、業界同体等への働きかけを通じて、押紙二

日桝の拷及等号的瞬間短鮪のための自主的努力を促進1るとともに、耶道府県馴也方公共団体と迎旅し、各地域で

の勘きかけを揮准1る。

（2）労恥喝開法剛の検村

労働撞叩扶研究会の重柁相馬を受けて、関係布伍会の愚兄も聴きつつ、労鋸相法改洋の検討を持う。
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2．命駿幌仰〝用紙∴「欄日払火

余恥梯間の押仏’∴11糾「＝酎ml吉川日日）の月2回への拡大については、布令助拇印に…、て時節的な熊村が

Iiわれ、酌紺絹1時8月を目途に円洞に．実應されるよう、冊係省庁は‾、研係法令の改正等そのための即屯幣陶を控

めるh

3．公印昂の週休二日静‖併進

町家公楕円の週休二日榊については、当両、4滴5休別の枠内で、実績同州な肺門等を除き、4週閥の中の2回

の土曜日について4分の2すつ交梓で休む方式（4分の2指定方式）を実施するとともに、業精に支持の及ばない

範聞内で、措定円以外の士呼円における年次休暇の取将を対細る。その状乱四民匹′論の動向等を捕まえつつ、同

庁の可能性等今快の対応策を検国し、公橋環の週休二円剛の一隅の推進に努める．

4．年次鵜拾休暇の収得促進と連続休暇の定等

（11年次有給休暇の計南的取持の促進

‾民間企桑における年次有れ休昭の針両的取得を隠遁1るた秒、年次石肌休町収得のための年間針両島の作成を窮

肋するなどにより、労使双方の机種的な取組みを促准する．

公認日についても紆次われ仏昭の勘所的取昭を促迫　る．

（2）連続休暇の定着

ゴールデン・ウイーク、夏季、年来・年始等の季節、菓拝の閑散的等に、年次有給休暇のまとめ取り、特別休日、

週休日の振替などを箱合せることなどにより、連続休暇が定着するよう労使の努力を促進する。

5．自由疇隅の充実

（1）自由時間活用のための環境整備

レクリエーション、枝光、趣味、スポーツ、学胃抗動、禎会食的講動等自由時間の活用を促准するため、阿、地

方公享胴体等は、自由時間の有効利用に資する施設及び柄和め提供体刑の蛙偏を図年とともに、既存應没の有効眉

用を推進1る。

また、このような事菜分野において、民間の抗力が十今に発揮されるよう努める。

（2）有給教育訓榛休暇の鰐及促進

動労弱の自己啓発を援助，促進するため、事菓主勘こ対勺る柄棟的な助告、指導及び無謀能力間托給付命別庇の

周知等により、企業における有給教育訓練休暇制度の一同の門及促進を阿る．
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（3）甘酢にわたる学円鴇会の拡大

人′トの外剛唱にdHJる生活や職菜．し必変な学田を追跡こ行うことが出来るよう、社会敵詩の活性化、大学、細大

等の独習惧間における社会人食入れ体刑の鰐的寄生鍾学市のための体刑覿桐を舶卯勺に造める．

また、介案内n苗訓棚の妬刑、余れ偏屈訓厘撮朋の行う病巣訓糊の機動的・弾力的な尖鰻を阿る．

6．キャンベニン講動の実俺と推進休刷の掩立

くりキャンペーン講助の実施

週休二円刷の槽及等労働時間の短縮による「ゆとり創造社会」へ向けての四民的合意の形成、気運の鴨戌を閉る

ために、缶年11月をrゆとり創造月間」とし、官民が協力して全国レベル、地方レベルでの広帽活動、幣や講動

等を集中的に実施する．

（2）週休二日剛等推進体割の確立

週休二日別の掃及等労働時間短縮を総合的に推進するため、「週休二日糾関係省庁連綿会臥Iにあいて、婁拝、

業級別の実態把握、目標遠戚のための対策の検討等を行うとともに、「ゆとり鯉l造月間Iを推進する．

また、目線の実現を図るため、必要に応じr週休二日制関係同位懇請会．Iを閃併し、週休二円割等の対策の検討

等を行う．
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（男リ覇氏3　〉

国　相　場　等　の　有　軌　所　用

都市印における囲布地等の打動押i川を純適するため、昭和5　8年10月21日、

内聞に内聞総理大臣を本部最とする国有地等有効活用腑進木部が設置されたが、

今後とも引き続き、以下の通り国有地等の有効清川を推進する．

1．民間浦力溝川可腫土地の週足

（1）国有地

新宿・丙戸山住宅をはじめとして、これまでに176件75．5ヘクタール

の民間活力清川可能土地の遁定を行ってきたが、行革審答申を踏まえ、本年9

月、新たに102件85．7へグクールの1引間柄力活用可醸土地の遥定を行っ

たところである．これにより、民間構力粥川可能土地の合軒は、次の通り　2　7　8

件】6　2．2ヘクタールとなる．

①新宿‘西戸山住宅　l件　2．2ヘクタール

③5　9年2月分　16　3作　6　5．8ヘクタール

⑳5　9年10月分　12件　8．5ヘクタール

⑥6　0年9月分　10　2件　8　5．7へククー・ル

紆　　　　　2　7　8件　16　2．2ヘクタール
t

今後とも定期的に国有地の総点検を行い、その使用を効率化し、国が使用す

る予定のない国有地については、公用、公共用使先の基本的原則を維持しつつ

も、極力民間の精力を活翔して、その有劫楢川を図る．

（2）国鉄用地

昭和59年2月、梅田雨はじめ10件3．0へク．タールについて民間活力満細

可能土地の選定を行ったが、汐留及び新宿地区について民間活力鵜川可能土地

と’しての前提となる基本棟数をできるだけ早期に策定するとともに、国鉄再娃

監理委員会の意見を抱まえ、今後拍来るだけ早糊に、国鉄用地について祁禁則

用地と非写真用用地との仕分けを行い、都市部に所在する非率薬用用地のうち

民間活力特用可能土地の遥定に努める．

2．民間構力活用可能土地の処分

昭粗目60年8月末現在、既に国有地については旧司法研修所跡地をはじめ46

仲、．国鉄用地については名古罷市内の柄金敷2仲を処分している．／

60年度は更に、国有地6　9件、l司歌川地　作について処分することとして

おり、残りの民間柄力活用可傭土地についても、昭和61年碇以降、移転先の

確保、地方公共はl体との綱整、利用用班の検糾及び策定、更に必要な場合には
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基粥醍櫛を行う馴析翼の条件が整い次耶出来るだけすみ・恥かに処分する．

3．主典なIi川－日高力楢川可能二「地の処理状況

①新宿！酋戸山住宅地lRについては、現れ三、地元地方公共倒体において、

－Ul地の1いi：施般及び岬．iE往ipくの榔i開府姉軋定に向けて仲裁が進められてい

る・ところであり、今後、その進展を踏まえつつ郭窯の促進に努める．

③抽ln削地区について＿は、二日的酎I－i電理叩裳（川角施行）手法により実施す

ることとし、l肛机60咋6月、土地l茸弼椚膵l合が舘激されたが、今後、

土地医両性理邸叢手法による基賎琵腑の実施を促迎する．

⑧綿糸町地区については、閤様権利者の協力を禅て、印縁日‥也再開先祖柔手法

にぺり却妥化を促進する．

㊥下関地区については、早期郡稟化に向けて開発手法を含む開発室膀計西を

山来るだけ早期に策定する．

4．国有地等の有効柄用引旺進する長めの施策

（日　新都市拠点整揃事裏

鉄違操立場跡地等を溝川した新たな地域持前社会の章酎鰯の怯となる拙吊拠点

の形成を総合的、一体的に推進するため、昭和．60年度から新都市拠点整備率菜

を実施しているが、今後この清川をはかる．

（2十確定住宅制Ii地総合整備促進耕選

．昭和60年度から憫公有地等を清川する場合の．規模要件を緩和（概ね25へ

クク・ル以上　一一一→撒ね5へクタ・・ル以」ニ）したが、今後、この鵜川を阿る．

（3）住宅・都市整備公団の溝川

民間荊力溝川可能土地のうち、利用捕憩の検討の結巣、住宅・都市整備公団

が基盤整備を行うことが態当と本部が組めたものについては、公田が基盤整備

を行い、公団から土地を踊り受けた民間事業者が、利用捕憩等に拾って建築物

の建設を行う方式の所用を図る．

（．4）土地情祀

国有地への土地悟純制度の導入については、次期通常国会に所要の法律案直

接出すペく準備を進める。

（5）庁舎等の合装

地方公共団体その他の公的団体との庁舎等合築方式を引き続き推進すること

とし、民間との合菜についても、・その在り方について所要の検討を行い、腑進

に努める．
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一＿琶
公共白勺司琵要絵分野への民r琶l活ブコのき詩人lこ関づ●る作韓畠拝金　幸枝告

昭和60年10月－i4日

1・鋸抽が内需純とした脚成長を達成していくためには・騨力を最大駅那させること瑚讃

欠である．

公共的事業分野への民間活力の導入の促進については．「総会後訊対策（昭和58年10月21日目の決定

柁まえ．以降本年腹当初までの闇に．Elnが主体的に．あるいは官民の協力により公柑椚慄引ル仕　るた

々の方策が検討され．異体的施策を講じたところセある．

即ち．住宅建設．再罷発等都市整備分野での民間による事業の促進．交通・通信関係社会毘太良硫分野での官民

協力の下での事菜推進．地域産菜等の基盤鮭偶や技桁開発等の分野での民間投只の誘発等．新たに制度・事案を創

設・拡充する等種々の施策が講じられてきた．（別紙書考）

これら施策は．各般の規制緩和措置及び国公有地等の活用策等と相まって．公共的事菜分野において民間活力を

更に発揮させるものと期待される．

2．　これら施策をみると．関西国際空港の建設に当たっては．取．地方公共同体及び民間の共同出発による新しい串

業実施体制が作られ．また．地域産業等基盤整騙分野においては．テクノポリス法の施行により新たな工芸開発促

進体制が作られるなど，新たな分野で民間活力を活用していくための工夫がなされているが．絵してみれば．いま

だ緒についたはかりである．

謳
遥
・ず

蔓

公共的事業分野。民間活力を＿煽活用してい。。lま，事業の公共性と採算性の確保を図る手法憫刑卸吸吼∃

収益事業の陽極的経営などによる事業の複合化等環境の整備について検討する必贋がある。
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3．内需拡大論の・一環として．公共的事業分野において．更に民間抗力を活用することが緊急の丑巧として要謁され

ている。

このため．ます．民間が主体となって推進1る事業に対する円的な拝金供給等の支臥即等が実施1る毛細脚爛

事業の着実な執行．官民が協力して実廃する覇業の推進等．即i訪魔界の肴異な実施を図ることが必要であり．開

西国罷空港や各地において実施されているテクノポリス等の地方における7Clジェクトの着実な推進を珂る．

また．民間の資金．技術的経験及び経営能力を公共的事業分野へ導入することとし．立法揮罠を含め苓菜の効率

的かつ円滑な実施を回るための所要の環境の整備を推進する。

更に．財政投敵雇の活用を中心に．当面の措置として速やかに以下の措置を欄するものとする。

（1）　日本間発射亨の駿只の活用等

払市鈴蘭等民間投只を促進するため．日本間先鋭行等の紋日の柄捗的活用を図るとともに．必要に応じ買付枠の

追加を行う。

（2）公団等事業貫の追加

財政投融資追加によって進捗する事業を有する公団等ヒ対し，原露事情等を窮まえ．その追加を行うことにより．

事業の推進を図る．



r総合緩満封薄く昭和58年10月21円）j決定以降に糾ヽて川じられているr公共的那覇分野

への民間活力の導入．I訪施籠（別添舎照）

目性等・宅地開発分野

住宅・宅地関連公共施設並備促進事業において団地規模要件を援和（59年度y L．また公的

宅地開発事業により造成された宅地を民間デベロッパーへ誼註する（60年度）等の施策を訴じ

てきた。一方．土地区画熊理剰余に封する住宅金級公印．日射悶暮鮎tの敗n別政を設け．また

組合土地区画盤理事菜を一括して代行する菜汚代行畠に対し．住宅金款公庫の敵再の遠を開く写

により民間投資の誘発を囲ってきたム

（2）訂市整備分野

匪良再開発建築物整備促進事業．地区再開発促進事菜等の制度を里偏するとともに．地方都市

中心市街地活性化計画を即急する（60年度）等の施策を講じてきた．

また．落誇再開発．人工島の建設を進めてきた。

†方．民間出資と合わせ．．日本開発銀行が．郡市再開発事業．．枝郡市拠点地区整備事業に対し

て出資する制度を創設（60年度）したほか．日本開発銀行．北海道東北開発公庫の敵匡制度等

を活用してきた。

これらを始めとする琵別使．諸施策の活用により．みなとみらい21（机浜市）．関西文化学

捕研究都市．郡長新都心構想（千葉県）．神戸ハーバーランド柄怨など．民間活力の導入による

大規惧な恥両開発プロジェクト等刑珪進されている。
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聞交通・過佃期係社会扇木兜齢はテ

関丙m隙空電（牲）を設立し．民間活力を活用して関西酎陪賓将の静偏を推進している。

また．電葛公紐を民営化するとともに電気通信那新主の施行により．電気通信分野に競争原理

が導入され．新規参入が促進されているところである。

（41地域産業等基盤整備分野

テクノポリス柄盟の押迫を図るため．．企菜立地の促進，関連公共事泉、への絹点的投賢等を行い．

地方の工菜開発を促進している．

また．民間活力を活用してニューメディアの振卿等を図るため．ニューメディア・コミュ二テ

イ構想．テレトピア構想など地域土－スに対応した椚和・通信碁盤の覿齢等を推進している。

（5）技術開発分野

基盤技術研究円滑化法を施行し．基盤技術研究促進センターへ政府及び日本開発部亨が拙融眉

することとした。

また．中小傘業の技術力を酎ヒするため．中小企業技術開発促進臨時措置法を施行する等の施
ヽ

策を星萬じた。

（6）その他

国有林において民間汽金を導入した分収雨林事業を行うこととした．

以上のように．民間活力の導入を様々な分野で推進している。
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